御代田町経営健全化支援資金等利子補給金交付要綱
　（趣旨）

第１条　この要綱は、当町の商工業の振興を図るため、長野県中小企業融資規程【昭和52年長野県告示第176号。以下「規程」という。）に掲げる制度融資資金等を借り受けた者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、御代田町補助金等交付規則（昭和５０年規則第９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

　（利子補給の交付の対象）

第２条　利子補給金の交付の対象となる資金は、次に掲げる資金とする。

　(１) 規程に定める融資のうち、経営健全化支援資金（運転資金に限る）
　(２)日本政策金融公庫資金のうち、経営改善貸付資金（運転資金に限る）
　（補給率及び補給期間）

第３条　利子補給金の補給率は、毎年４月１日から翌年３月31日までに融資を受けた資金の貸付利率のうち１パーセントとし、その補給期間は、貸付後３年間とする。

２　町長は、毎年度末に、当該年度に係る利子補給金を交付するものとする。

３　第１項の規程にかかわらず、貸付金の返済に延滞がある者については、利子補給金の交付は行わないものとする。

　（利子補給金の制限）
第４条　利子補給金の算出に当たっては、融資額１，０００万円を限度とする。
　（利子補給金交付申請の手続）

第５条　利子補給金の交付を受けようとする者は、当該融資が決定されたときは、速やかに御代田町経営健全化支援資金等利子補給金交付申請書（様式第１号）に融資を受けたことを証明できるものを添付して町長に提出しなければならない。

　（利子補給金の交付決定）

第６条　町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付を決定し、御代田町経営健全化支援資金等利子補給金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。

　（実績報告）

第７条　利子補給金の交付を決定された者は、当該年度分の返済が完了したときは、速やかに御代田町経営健全化支援資金等利子補給金実績報告書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。

　（利子補給金の額の確定）

第８条　町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、御代田町経営健全化支援資金等利子補給金交付確定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。

　（利子補給金の交付請求）

第９条　前条の規程による利子補給金の額の確定の通知を受けた者が利子補給金の交付を請求しようとするときは、御代田町経営健全化支援資金等利子補給金交付請求書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。

　（その他）

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この要綱は、公布の日から施行し、平成２０年１２月１日から適用する。

　（失効）

２　この要綱は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第６条の規程により交付決定された利子補給金については、第３条及び第９条の規程により、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
